
 

安来市立病院職員採用試験募集要項 
【随時募集】 

 

安来市立病院では、令和８年４月以降採用予定の職員採用試験を実施します。 

 

１. 試験区分および採用予定人員 

試験区分 採用予定人員 受  験  資  格  等 

臨床検査技師

Ｈ 

２名 

・令和８年４月１日時点で満４４歳未満であり、臨床検査技師の免

許を有する人 

・緊急呼び出しに対応できる人 

・パソコンを用いて文書作成やデータ入力ができる人 

 

◆ 次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

（ア） 成年被後見人又は被保佐人 

（イ） 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受け終わるまでの者、又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 

（ウ） 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

（エ） 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体 

を結成し、又はこれに加入した者 

 

２. 試験日・試験会場     

     試 験 日：応募者と協議のうえ決定 

     試験会場：安来市立病院 

 

３. 試験内容 

試験種目 内            容 

適 性 検 査 

業務に対する適性をみるために行います。 

※作文・面接試験より前に受検が必要です。詳細は申込締切後にメール

にてお知らせいたします。 

作 文 試 験 
文章による表現力、専門職として必要な思考力、課題に対する理解力等

について行います。 

面 接 試 験 人柄並びに職務遂行能力等をみるために行います。 

 

 

 

 



 

４. 申込受付期間   

令和８年４月２０日（月）～ 

      ・受付時間       ８時３０分～１７時１５分（土日祝日を除く） 

      ・郵送による申し込み  可 

       ＊郵便の不達等について対応できませんので、必要に応じて簡易書留等を利用してください。 

 

５. 申込方法・提出書類    

（１）安来市立病院職員採用試験受験申込書（病院の所定用紙による） 

＊受験申込書は、安来市立病院のホ－ムペ－ジからダウンロードすることができます。 

（２）返信用封筒（１１０円切手貼付の定形長３号）１通 （受験票郵送用） 

  ＊封筒には、必ず宛名（郵便番号、住所、氏名）を記入してください。 

    （３）資格免許証の写し 

  

（１）～（３）を申込先に郵送または直接持参して提出ください。 

        申込先：〒692-0404 安来市広瀬町広瀬1931番地 安来市立病院 総務課 宛 

            封筒の表に「安来市立病院採用試験申込書在中」と朱書きしてください。 

 

６．受験票の送付  

・受験票は、試験日確定後、受験資格を審査した上で郵送します。 

 

７．合格発表 

     直接本人へ試験結果を通知します。 

 

８．合格から採用まで 

    （１）採用は、令和８年４月１日以降とし、採用予定者と協議のうえ決定します。 

        （２）受験資格がないこと、試験申込書に虚偽の記載がなされたことが判明した場合は、 

合格を取り消します。また、免許の取得見込みの人で、その免許が取得できない場合は、 

採用される資格を失います。 

（３）地方公務員法第２２条の規定により、採用の日から６か月は条件付採用期間となります。 

この間を良好な成績で勤務を遂行したときに正式採用となります。 

 

９. 処遇    

（１）安来市立病院職員として採用します。（地方公務員） 

  （２）給与は、安来市立病院給与規程に基づき支給します。（経歴による加算があります。） 

（３）通勤手当、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当等を支給します。 

 

 



 

10．問い合わせ先 

〒692-0404 島根県安来市広瀬町広瀬１９３１番地 安来市立病院 総務課  

電話 ０８５４－３２－２１２１（代表） 

ホームページ http://www.city.yasugi.shimane.jp/hospital/ 

 

11．その他 

   ・提出された書類は返却いたしません。 

・職員採用試験を通じて収集した受験者の個人情報は、職員採用試験及び職員として採用され

た後の人事管理に係る事務に利用することを目的とし、それ以外の目的のために使用すること

はありません。 

   ・見学も可能ですので、希望される人はご連絡ください。（見学日は応談により決定） 

・採用予定人員に対して、一定数の応募があった時点で応募受付を終了します。 

 

 

 

【試験会場案内図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


